
 

 
 

第２次糸魚川市自殺対策計画について 
 

１ 計画の変更 

新たな自殺総合対策大綱において、SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえ

た取組の推進について明示された。これを受けて本計画案に SDGｓの目標との関連

についての記載を追加した。 

(1) 第１章計画の見直しの趣旨に、「SDGs の視点を踏まえた取組の推進」の記載 

(2) 第４章基本施策の具体的な取組では、各項目で該当する SDGsの目標のロゴを 

記載 

(3)「地域における自殺の基礎資料」「地域自殺実態プロファイル」の最新版の提供 

後、数値を一部修正予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ パブリックコメントについて 

(1) 募集期間 令和５年 10月２日（月）から同月 31日（火）まで 

(2) 募集方法 電子メール、ファックス、郵送での意見の送付、又は受付窓口への 

意見の提出 

(3) 計画案の公表場所  

糸魚川市役所１階、能生・青海事務所、各図書館、 

各地区公民館、市ホームページ 

(4) 募集結果 意見無し 

（ロゴ記載の例） 

資料 No.２ 


